
《令和7年12月15日更新》

あなたの一歩が共生社会の実現につながる「ともいきボランティア」募集！

※締切あり

■募集者

神奈川県 福祉子どもみらい局 共生推進本部室共生企画グループ

■活動内容

 神奈川県では「ともに生きる社会かながわ憲章」を制定し、共生社会の実現に向けた取組を行っています。

社会とのつながりを持つ機会を創出する活動を、県と一緒に進めていただく「ともいきボランティア」を

募集します。スポーツやお祭り、ビーチクリーン等でのイベントや、「共生の場の創出事業」の運営補助

などで活動していただきます。

▶ 活動に際しては、令和8年2月14日（土）に開催する事前研修会に参加をお願いいたします。

▶ 活動予定

 （１）イベントでの「ともに生きる社会かながわ憲章」ＰＲ活動

（２）共生の場づくり活動

（３）「ともいきりーフレット配布」活動

（４）その他イベントの運営補助など

▶ ともいきボランティアの詳細は県ホームページをご覧ください。

■活動日時

令和8年3月1日以降

▶ 登録有効期間あり

■活動場所

活動日及び活動場所は決定次第、順次、県ホームページで公開します。

■募集条件

・県内に在住、在勤または在学し、平成 22 年４月１日以前に生まれた方（16 歳以上）

・共生社会の実現に向けたボランティア活動が行える方

▶ 申込時に 18 歳未満の方は、保護者の同意が必要です。

■募集人数

60名

■募集期間

令和7年12月22日（月）～令和8年1月28日（水）まで

【O-047】

スポーツやお祭り等のイベントで「ともに生きる社会かながわ憲章」のPR活動を行う“と
もいきボランティア”募集です。高校生可♪※締切あり
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http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/tomoiki-volunteer.html


■その他

・活動及び研修等への参加に係る報酬は無償

・活動及び研修等への参加に係る交通費は自己負担

・ボランティア用のともいきTシャツ、ともいきサコッシュを支給

・昼食（弁当）は、必要に応じて支給

・県の負担により、ボランティア活動中のボランティア活動保険に加入

■応募・問合せ先

神奈川県 福祉子どもみらい局 共生推進本部室共生企画グループ （担当：青木）

TEL  045-210-4961

▶ 参加申し込みは、県ホームページ掲載の「応募申込フォーム」からお願いします。
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https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=112473

